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１． はじめに♪

皆さん、明けましておめでとうござ

います。知的財産の「伝説の名
マ エ ス ト ロ

指揮者

（？）」こと弁理士の中川淨
きよむね

宗です。今

年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回のレッスンからは、著作権法が

保護する「著作物」として認められる

ために必要な条件についてお話しして

いきます。

もちろん、著作権法に限らず、知的

財産法全般にわたって、「どのような

ものがその法律によって保護される

か」という問題は、非常に重要です。

しかし、著作権法は、特許法などと

は異なり、国家機関による審査や登録

などのいかなる手続きも必要とせず、

著作物を創作しただけで、著作者は著

作者人格権および著作権を享有できる

「無方式主義」という考え方を採って

います（著作権法17条２項）。

そうすると、さまざまな知的財産法

のなかでも、特に著作権法をめぐる紛

争が生じた際には、紛争の原因がそも

そも著作物といえるかどうかについて

争われることが非常に多いのです。

そのような紛争の一つとして、今回

は、知的財産高等裁判所における平成

24年４月25日の判決「女性用ベスト

事件」を紹介しましょう。

今回のレッスンを通じて、皆さんに

は、アイデアは著作物として保護され

るかという問題をマスターしていただ

きます。これが皆さんの著作権法の

「名
マ ス タ ー

演奏家」への第一歩になります。

２． アイデアの取り扱い♪

まず、著作権法２条１項は、「著作物」

について、「思想又は感情を創作的に

表現したものであって、文芸、学術、

美術又は音楽の範囲に属するものをい

う」と定義しています。

そうすると、著作物として保護され

るのは、あくまでも思想または感情、

すなわちアイデアといった内面的な存

在を外面的な存在として表したものと

いうことになります。

一方、その表現のもとになったアイ

デアのような内面的な存在それ自体

は、著作物として保護されないという

ことになります。

１つ例を挙げましょう。昔から仲の

悪い姉妹ファッションデザイナーＨ子

とＪ子がいたとします（アレッ？　朝

の連ドラのモデルになったあの……）。

ある時、Ｈ子が、「21世紀はキノコ

の時代である」と考え、胸元に大きな

キノコ柄の刺
し

繍
しゅう

を一つ設けたかわいら

しいワンピースαをファッション・

ショーで発表しました。すると、ワン

ピースαは、見事に大ヒットし、渋谷

の女子高生たちはみんな着るようにな

りました。

Ｈ子の成功が面白くないＪ子は、ワ

ンピースαに対抗して、裾に小さなキ

ノコ柄の刺繍をたくさん設けた大人っ

ぽいワンピースβをファッション・

ショーで発表しました。すると、ワン

ピースβも見事に大ヒットし、丸の内

のOLたちはみんな着るようになりま

した。

そうすると、Ｈ子は、やっぱりＪ子

の成功が面白くありませんので、一計

を案じました（話の流れからすると、

２時間ドラマでは密室トリックなどの

事件に発展しそうですが……）。

ブータン知的財産部庁舎全景

Lesson4：アイデアの著作物性
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次に、少し長くなりますが、この事

件の「あらすじ」をお話しします。

Ｘさんは、平成10年３月ごろ、手

編みによって作成された別紙図面記載

の構成を備える女性用のベスト（Ｘ編

み物）およびＸ編み物の作成方法を説

明するＸ編み図を制作しました。

Ｘさんは、平成10年当時、Ｖ研究

会の編み物教室でＹ2さんの補佐を務

めていたところ、Ｙ2さんに勧められ

て、同年４月ごろにＷ協会の編み物講

習会でＸ編み物を発表するとともに、

同年５月ごろにＶ研究会の編み物教室

内に展示しました。

平成10年６月ごろ、Ｘさんは、Ｙ2

さんをデザイン考案者と表示する編み

図の原稿にＸ編み図と同じデザインが

描かれていると感じたため、Ｙ2さん

との間でそのことを指摘する手紙のや

り取りをした後、Ｖ研究会を退会し、

Ｙ2さんの補佐も辞任しました。

Ｙ2さんは、平成21年秋ごろ、Ｙ1社

との業務委託契約に基づいて、Ｙ1社

製の毛糸の販売促進用作品の制作業務

をＹ1社から受託しました。

Ｙ2さんは、デザインの概要を決め、

Ｖ研究会の会員に対して、デザインの

概要を伝え、細部の構成については口

頭で指示を与えながら、かぎ針を使用

した手編みによって作成された女性用

のボレロ（Ｙ編み物）およびＹ編み物

の作成方法を説明するＹ編み図を作成

させ、Ｙ1社に納入しました。

すなわち、Ｈ子はＪ子に対して、キ

ノコをモチーフにしたワンピースαは

著作物であるから、同様にキノコをモ

チーフにしたワンピースβの製造や販

売はＨ子の著作権侵害に当たると主張

しようと考えたのです（ ）。

果たして、Ｈ子によるこのような主

張は認められるでしょうか？　ここが

今回のレッスンのポイントです。

それでは、先ほどのアイデア自体は

著作物として保護されないということ

を念頭に置きながら、いよいよ今回の

判決を紹介していきましょう。

３． この事件のあらすじ♪

まずは、この事件の「主人公」を紹

介しましょう。

１人目の主人公である原告Ｘさん

は、手編み物の作品展および編み物教

室の開催などの活動をしている手編み

物の作家です。

２人目の主人公である被告Ｙ1社は、

繊維製品の製造および販売などを事業

として行っている株式会社です。

３人目の主人公である被告Ｙ2さん

は、Ｖ研究会を主宰して編み物教室の

開催などの活動をするとともに、Ｗ協

会の理事を務めてきた方です。

Ｙ2さんは、Ｙ1社との間において、

手編み講習会における講師業務ならび

に見本作品のデザインおよび製作業務

についての業務委託契約を締結してい

ます。

Ｙ1社は、下請け会社に委託して、

Ｙ編み物を量産し、その販売および貸

し出しを行っています。また、Ｙ1社は、

Ｙ2さんのデザインによるものと表示

して、Ｙ編み物の写真を各種の出版物

におけるＹ1社の広告に使用するとと

もに、自社の作品展示会においてＹ編

み物を展示し、また、顧客などに対し

てＹ編み図のコピーを配布しました。

最後に、この事件の「争点」を確認

しておきましょう。

Ｘさんは、Ｙさんらに対して、「Ｙ

編み物はＸ編み物を複製または翻案し

たものであるから、Ｙさんらによる上

記の各行為は、自らの有する著作権お

よび著作者人格権を侵害するものであ

る」と主張し、Ｙ編み物の販売などの

差し止め、損害賠償および謝罪広告の

掲載を求めたのがこの事件です。

それでは、初回のレッスンでお話し

したとおり、「規範定立」→「当てはめ」

→「結論」の「法的三段論法」の流れ

で判決を押さえていきましょう。

【別紙図面】
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　著作権法は、著作権の対象である
著作物の意義について「思想又は感
情を創作的に表現したものであっ
て、文芸、学術、美術又は音楽の範
囲に属するものをいう」（著作権法
２条１項１号）と規定しているので
あって、当該作品等に思想又は感情
が創作的に表現されている場合に
は、当該作品等は著作物に該当する
ものとして同法による保護の対象と
なる一方、思想、感情若しくはアイ
デアなど表現それ自体ではないもの
又は表現上の創作性がないものにつ
いては、著作物に該当せず、同法に
よる保護の対象とはならない。

　そこで検討すると、Ｘは、Ｘ編み
物について、いずれも「形の最小単
位は直角三角形であり、この三角形
二つの各最大辺を線対称的に合わせ
て四角形を構成し、この四角形五つ
を円環的につなげた形二つをさらに
つなげた形」と表現される別紙図面
記載の構成（本件構成）を有するも
のであって、この点に創作性が存在
すると主張するものであるところ、
確かに、（中略）Ｘ編み物は、Ａモチー
フの中心部分で編み目の方向が変わ
るとともに、寄せ目部分で編み目が
重なることにより編み目が直線状に
浮き上がって見え、この線が、Ｘの

４． この判決の内容♪

【ひと目で分かるこの判決のポイント】

Ｘ編み物の抽象的な構成
またはアイデア

アイデア

別紙図面記載の構成

編み目の方向の変化
編み目の重なり
各モチーフの色の選択
編み地の選択

．．．ｅｔｃ.

著作物性あり

表現

Ｘ編み物

Ｘ編み物の表現を
基礎付ける具体的な構成

２．あてはめ

この判決のポイント

１．規範定立 主張する別紙図面記載のＡの線とし
て看取できるものとなっており、ま
た、隣接するＡ、Ｂ、Ｃモチーフを
それぞれ異なる色とすることによ
り、モチーフ同士のとじ目を境とし
て両側の色が異なるものとなり、そ
の境界部分がＢ又はＣの線として看
取できるものとなっていることが認
められる。
　そうすると、Ｘ編み物は、（中略）
編み目の方向の変化、編み目の重な
りなどにより、線を浮き上がらせる
ことによってＡの線を表現し、かつ、
隣接する各モチーフの色を異なるも
のとすることによってＢ、Ｃの線を
表現しているものであり、編み地が
平面的で均一なものであることなど
と相まって、Ａ、Ｂ、Ｃの線で構成
される直角三角形の形状を強調し、
全体として、直角三角形をパズルの
ごとく組み合わせたような面白さや

斬新な印象を表現しようとしたもの
と認められるのであって、Ｘ編み物
においては、編み目の方向の変化、
編み目の重なり、各モチーフの色の
選択、編み地の選択等の点が、その
表現を基礎付ける具体的構成となっ
ているものということができる。
　そうすると、Ｘ編み物は、これら
の具体的構成によって、上記の思想
又は感情を表現しようとしたもので
あって、これらの具体的構成を捨象
した、「線」から成る本件構成は、
表現それ自体ではなく、そのような
構成を有する衣服を作成するという
抽象的な構想又はアイデアにとどま
るものというべきである。

　したがって、Ｘ編み物に著作物性
を認めることはできない。

３．結論
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５． 実務への指針♪

結論としては、この事件では、Ｘ編

み物の構成はアイデアにとどまるもの

であって、Ｘ編み物に著作物性を認め

ることはできないため、ＸさんからＹ

さんらに対するＹ編み物の販売などの

差し止め、損害賠償および謝罪広告の

掲載などは認められなかったというこ

とですね。

今回の判決には、次のような実務上

の意義があると考えられます。

すなわち、アイデアは、著作物に該

当せず、著作権法による保護を受けら

れないと明示したうえで、Ｘ編み物に

ついて、編み目の方向の変化などの具

体的な構成を取り除いた別紙図面記載

の「線」から構成される抽象的なデザ

インは、アイデアにとどまるもので

あって、著作物としては認められない

と述べている点にあります。

そうすると、先ほどのＨ子とＪ子の

例でいえば、Ｈ子のワンピースαがキ

ノコをモチーフにしていることはアイ

デアにすぎないため、著作権法による

保護を受けることはできません。

よって、Ｊ子のワンピースβが、た

とえワンピースαにインスピレーショ

ンを得たものであっても、キノコをモ

チーフにしているワンピースであると

いうことだけを理由として、Ｈ子はＪ

子に対して著作権の侵害を主張するこ

とはできないのです。Ｈ子がじだんだ

を踏んでいる姿が目に浮かびます。

もし、Ｈ子がＪ子に対して著作権の

侵害を主張できるとすれば、ワンピー

スβも、ワンピースαと同様に、胸元

に大きなキノコ柄の刺繍を一つ設けて

いるといったように、その表現に同一

性のあることが必要です。

ところが、ワンピースβは、裾に小

さなキノコ柄の刺繍をたくさん設けて

いるワンピースですから、ワンピース

αとの間には、その表現に同一性はあ

りません。

なぜ、著作権法は、あくまで表現さ

れたものを著作物として保護し、その

表現のもとになったアイデアは保護し

ないとしているのでしょうか？

もし、キノコをモチーフにしたワン

ピースであるというＨ子のアイデアが

著作権法によって保護されるとすれ

ば、Ｈ子の著作権の保護期間中は、Ｊ

子はもちろん、誰もキノコをモチーフ

にしたワンピースを製作できなくなっ

てしまうおそれがあります。

そうすると、キノコをモチーフにし

たワンピースであるという同じアイデ

アから生まれる多様な表現、つまり、

胸元に大きなキノコ柄の刺繍を１つ設

けたワンピースや、裾に小さなキノコ

柄の刺繍をたくさん設けたワンピース

といったいろいろなワンピースが生ま

れなくなってしまいます。

ですから著作権法は、作品のアイデ

アそれ自体については、著作物として

保護しないとしているのです。
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６． おわりに♪

つまり、著作権法としては、Ｈ子と

Ｊ子に著作権をめぐるケンカなどしな

いで、キノコをモチーフにしたいろい

ろなワンピースを仲良く作ってもらい

たいわけですね（これなら朝の連ドラ

の最終回以上の感動です〈涙〉）。

しかし、ある作品について、どこま

でがアイデアであって、どこからがそ

の表現に当たるかを明確に切り分ける

ことが難しい場合も多々あります。

今回紹介した判決は、その切り分け

方を示した１つの事例として実務に影

響を与えるでしょう。

すなわち、特に衣服についていえば、

別紙図面記載のような抽象的なデザイ

ンはアイデアにとどまり、編み目の方

向の変化などの具体的な構成は表現に

なり得るということです。

よって、この具体的な構成まで考慮

すれば、Ｘ編み物が著作物に該当する

余地はあったのかもしれません。

それでは今回の「アイデアの著作物

性」のレッスンはここまでにしておき

ましょう。皆さんお疲れさまでした。


